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魅力ある県立高校づくりアドバイザー会議設置要綱

（設置）
第１条 魅力ある県立学校づくり推進委員会（以下「推進委員会」という。）における魅力ある県立高校づくりの検討事項に
ついて、有識者・関係者から幅広い意見を聴取するため、魅力ある県立高校づくりアドバイザー会議（以下「アドバイザー
会議」という。）を設置する。

（アドバイザーの選任）
第２条 アドバイザーは、学識経験を有する者、学校及び行政機関の関係者のうちから、埼玉県教育委員会教育長が選任する
アドバイザー１８名以内とする。

（アドバイザーの任期）
第３条 アドバイザーの任期は、令和７年３月３１日までとする。

（会議の公開）
第４条 アドバイザー会議は、原則として公開とする。ただし、出席したアドバイザーの３分の２以上の多数で議決したとき
は、非公開とすることができる。

（運営）
第５条 アドバイザー会議の運営は、推進委員会委員長及び教育局県立学校部魅力ある高校づくり課において行う。

（その他）
第６条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザー会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和７年３月３１日をもってその効力を失う。



アドバイザー名簿

氏名 職業等 出欠

益川 弘如 青山学院大学教授 出席
（オンライン）

小栗 貴弘 跡見学園女子大学教授 欠席

渡辺 大輔
埼玉大学ダイバーシティ推進センター
准教授

欠席

澁川 幸加 中央大学文学部教育学専攻特任助教
出席

（会場）

奥平 博一
角川ドワンゴ学園専務理事
Ｎ高等学校長

出席
（オンライン）

萩原 裕子 ＦＵＴＵＲＥ ＤＥＳＩＧＮ 副代表 出席
（オンライン）

内田ひとみ (株)ＨＵＧＲＥＳ 代表取締役
出席

（会場）

澤田 修
埼玉県商工会議所連合会
常務理事兼事務局長

出席
（会場）

関根 弘子 埼玉県高等学校ＰＴＡ連合会副会長
出席

（会場）

氏名 職業等 出欠

船橋 幸代 埼玉県ＰＴＡ連合会副会長
出席

（会場）

柿沼 光夫 久喜市教育委員会教育長 出席
（オンライン）

中村 敏明 宮代町教育委員会教育長 欠席

江原 勝美 所沢市立所沢中学校長
出席

（会場）

池田 靖 県立越ケ谷高等学校長
出席

（会場）

服部 修 県立秩父農工科学高等学校長
出席

（会場）

岩田 輝子 県立狭山緑陽高等学校長
出席

（会場）

川邉 友子 県立幸手桜高等学校教諭 出席
（オンライン）

中川 未来 県立春日部高等学校教諭 欠席



「魅力ある県立学校づくりの方針」の改定について

資料１



教育政策課教育政策課

魅力ある県立高校づくりの方針（仮称）

○ 県立高校を取り巻く社会の状況などを踏まえ、「魅力ある県立学校づくりの方針」を改定

※対象：全県立高校（全日制１３２校、定時制２３校、通信制１校）

１ 「魅力ある県立学校づくりの方針」の改定について

「魅力ある県立学校づくりの方針」の改定について

・社会情勢の変化

・中教審答申「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（令和３年１月）

・新しい時代の高校教育の実現に向けた制度改正等

・埼玉教育の振興に関する大綱（令和５年９月改定）

・埼玉県教育振興基本計画

現行： 魅力ある県立学校づくりの方針（平成２８年３月策定）

策定主体：埼玉県教育委員会

対 象：全県立学校（高校・中学校・特別支援学校）

主な内容：中長期的な視点にたって、平成２８年度からの魅力ある県立学校づくりの基本的な考え方を示す。

・今後の県立学校における教育の在り方 ・県立学校の活性化・特色化の方向性

・県立学校の活性化・特色化に向けた取組 ・教育環境の整備 ～県立高校の再編整備～

資料１ー①
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３ 方針改定に向けたスケジュール

２ 方針改定に向けた検討体制

魅力ある県立高校づくり
アドバイザー会議

【学識経験者、市町村教育長、産業界、ＰＴＡ、校長・教諭】

意見

県立高校の
現状・課題等

教育委員会
「方針」の協議・決裁

魅力ある県立学校づくり推進委員会
（事務局）「方針」原案の作成

「魅力ある県立学校づくりの方針」の改定について

本日6/4 7月下旬予定 8月中旬～9月予定

資料１ー②



埼玉県立高校について

資料２



埼玉県立高校について

課程 形態 校数

全日制
単独 １１４

１３２
全・定併置 １８

定時制

単独 ４

２３定・全併置 １８

定・通併置 １

通信制 通・定併置 １ １

中高一貫校

・県立併設型中高一貫校として伊奈学園中学・伊奈学
園総合等学校を設置しています。

・６年間を見通した教育課程を編成し、中学校では３
学年の２学期以降、高校数学Ⅰの先取り学習を実
施しています。

・また、高校生用の講座を中学生も受講可能にする
など、生徒の進路実現と、
将来に渡って学びに向かう
力の育成に努めています。

※114＋18＋4＋1＝137校

埼玉県には、県立高校が１３７校あり、全日制、定時制、通信制の課程があります。また、普通科、専門学科、総合学科の３つの学科があ
り、専門学科には農業や工業、商業などの様々な分野があります。現在、県立高校全体で約10万人の生徒が学んでいます。

１ 県立高校の数

２ 学科の設置状況

3 多様なタイプの県立高校

総合学科・単位制高校

・生徒のライフスタイルに合わせて、授業を受ける時
間帯を選ぶことができます。

・卒業までに通常４年間の学びが必要ですが、自分が
選択した時間帯以外の科目を修得することで３年間
で卒業することも可能となっています。

・中学校時代に「不登校」などを経験した生徒も在籍
していますが、少人数学級や習熟度別指導を実施す
ることにより、安心して学校生活を送ることができ
る環境を作り出しています。

・埼玉県内では現在５校設置されています。

昼夜開講多部制定時制高校

通信制高校

・幅広い選択科目の中から、生徒が自分で科目を選択
し学ぶことが可能であり、生徒の個性を生かした主
体的な学習を重視しています。

・総合学科独自の学校設定科目「産業社会と人間」な
ど将来の職業選択を視野に入れた自己の進路への
自覚を深めさせる
学習も重視しています。

・県内には９校の総合学科
が設置され、29校で単位制
を導入しています。

・県立通信制高校として大宮中央高校を設置しています。

・大宮中央高校の通信制には、３学期制の「通信制課
程」と２学期制の「単位制による通信制課程」の２
種類を用意しています。

・毎日学校に通う必要はなく、家庭でのレポートによ
る自学自習を中心に、通信制課程では月２，３回、
単位制による通信制課程では週に２，３回のスクー
リングを実施しています。

・仕事を持っている生徒や学校外で文化・スポーツ活
動に取り組む生徒など、多様な生徒が通っています。

※上記の他にも、複数の専門学科がある高校など特色ある高校を設置

学科 校数 学科 校数 学科 校数

普通 ９８ 外国語 ８ 福祉 １

農業 ７ 美術 ３ 人文 １

工業 １５ 音楽 ３ 国際文化 １

商業 １６ 書道 １ 映像芸術 １

家庭 ４ 体育 ２ 舞台芸術 １

看護 １ 理数 ６ 総合学科 ９

資料２ー①



埼玉県立高校について

資料２ー②

４ 県立高校一覧

課程 学 校 名 課程 学 校 名 課程 学 校 名 課程 学 校 名 課程 学 校 名 課程 学 校 名

東 部 全 草加南高校 全 川越総合高校 全・定 飯能高校 全 浦和東高校 全 北本高校

全・定 春日部高校 全 蓮田松韻高校 全 川越西高校 全 日高高校 全 大宮高校 全・定 熊谷高校

全 春日部工業高校 定 羽生高校 全 川越初雁高校 全 富士見高校 全・定 大宮工業高校 全 熊谷工業高校

全 春日部女子高校 全 羽生実業高校 全 川越南高校 全 ふじみ野高校 全 大宮光陵高校 全 熊谷商業高校

全 春日部東高校 全 羽生第一高校 全 芸術総合高校 全 松山高校 全・定 大宮商業高校 全 熊谷女子高校

全・定 久喜高校 全 不動岡高校 全 坂戸高校 全 松山女子高校 定・通 大宮中央高校 全 熊谷西高校

全 久喜工業高校 全 松伏高校 全 坂戸西高校 全 和光高校 全 大宮東高校 全 熊谷農業高校

全 久喜北陽高校 全 三郷高校 全 狭山経済高校 全 和光国際高校 全 大宮南高校 全 鴻巣高校

全 栗橋北彩高校 全 三郷北高校 全 狭山工業高校 南 部 全 大宮武蔵野高校 全 鴻巣女子高校

全・定 越ケ谷高校 全 三郷工業技術高校 全 狭山清陵高校 全・定 上尾高校 全 桶川高校 全 児玉高校

全 越谷北高校 全 宮代高校 定 狭山緑陽高校 全 上尾鷹の台高校 全 桶川西高校 全 進修館高校

全 越谷総合技術高校 全 八潮高校 全 志木高校 全 上尾橘高校 全 川口高校 全 秩父高校

全 越谷西高校 全 八潮南高校 全 鶴ヶ島清風高校 全 上尾南高校 全 川口北高校 全・定 秩父農工科学高校

全 越谷東高校 全・定 吉川美南高校 全・定 所沢高校 全 いずみ高校 全・定 川口工業高校 全 深谷高校

全 越谷南高校 全 鷲宮高校 全 所沢北高校 全 伊奈学園総合高校 全 川口青陵高校 全 深谷商業高校

全 幸手桜高校 西 部 全 所沢商業高校 全 岩槻高校 全 川口東高校 全 深谷第一高校

全 庄和高校 全・定 朝霞高校 全 所沢中央高校 全 岩槻商業高校 定 戸田翔陽高校 定 吹上秋桜高校

全 白岡高校 全 朝霞西高校 全 所沢西高校 全 岩槻北陵高校 全 常盤高校 全・定 本庄高校

全 杉戸高校 全 入間向陽高校 全 豊岡高校 全・定 浦和高校 全 南稜高校 全 皆野高校

全 杉戸農業高校 全・定 小川高校 全 滑川総合高校 全 浦和北高校 全 鳩ケ谷高校 全 妻沼高校

全 誠和福祉高校 全 越生高校 全 新座高校 全 浦和工業高校 全 与野高校 全 寄居城北高校

全 草加高校 全 川越高校 全 新座総合技術高校 全 浦和商業高校 全 蕨高校

全 草加西高校 全・定 川越工業高校 全 新座柳瀬高校 全・定 浦和第一女子高校 北 部

全 草加東高校 全 川越女子高校 全 鳩山高校 全 浦和西高校 全 小鹿野高校

普通 農業 工業 商業 家庭 看護 外国語・国際文化 芸術（音楽、美術、書道等） 体育 理数 福祉 人文 総合

＊１…松伏（普通、音楽） 越生（普通、美術） 芸術総合（美術、音楽、映像芸術、舞台芸術） 大宮光陵（普通、音楽、芸術、書道） ＊２…定時制に普通科の設置あり

＊１

＊１

＊１

＊１

＊２

＊２

「●」がない学校は普通科単独校

＊２



現行「魅力ある県立学校づくりの方針」での主な取組

資料３



教育政策課教育政策課

１ 魅力ある県立学校づくりの方針（平成２８年３月策定）

現行「魅力ある県立学校づくりの方針」での取組について

資料３ー①



教育政策課教育政策課

２ 現行方針での主な取組 第２章 今後の県立学校における教育の在り方

現行「魅力ある県立学校づくりの方針」での主な取組

１ 学びの改革による確かな学力の育成

・教育環境デザイン研究所CoREFや大学や研究機関と連携して主体
的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の推進に取り組
み、授業や教材の研究及び実践を進めました。

・また、主体的・対話的で深い学びに基づく授業改善を推進する
人材の養成に努め、令和５年度までに68名の教員を協調学習
マイスターに認定しています。

・その他、12校をモデル校に指定し、
教科等を横断した効果的なカリキ
ュラムマネジメントの研究・実践
などを通じて、探究活動を推進し
ています。

２ グローバル化に対応した教育の推進

３ 全国をリードする科学技術教育の推進

４ 豊かな心と健やかな体の育成

・グローバル社会で必要な、豊かな国際感覚、伝統文化や哲学などの
教養、課題解決能力などを身に付けた人材の育成を目的に、国内英
語集中研修の実施や海外研修への派遣を行い、英語での発信力・交
渉力・論理的思考力の向上に努めました。（平成２８年度から令和
５年度で合計２５０名海外派遣）

・また、国際バカロレア等の特色ある
教育の研究・検討を行いました。

・本県独自の道徳教材「彩の国の道徳」を活用し、命を大切にする心
や思いやりの心、夢に向かい希望と勇気をもってやり抜く強い意志
など、生徒の心を育む道徳教育を全ての県立高校で実践しました。

・健やかな体の育成に向けて、「埼玉県児童生徒の新体力テスト」に
おいて一人一人の目標が設定できる体力プロフィールシートを活用
してきめ細かな指導を行うとともに、教員対象の実技研修会等の実
施などを通して、生徒の体力の向上と学校における体育的活動の充
実を推進してきました。

資料３ー②

・県立高校の理数科やスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）
指定校等の生徒を中心に、科学の甲子園や科学系各種オリンピッ
ク等への参加などを通して、科学技術に関する興味・関心を高め
るとともに、科学的な見方や考え方を身につけ、探究力や発信力
の向上に努めました。

・また、大宮高校など６校では、広い視
野を身に付けた人材育成のため、大学
・研究機関との連携や、オンラインを
活用した教員同士の交流活動、学校を
こえた研究施設での生徒研修会などを
実施しました。7
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教育政策課教育政策課

２ 現行方針での主な取組 第２章 今後の県立学校における教育の在り方

現行「魅力ある県立学校づくりの方針」での主な取組

５ 産業構造の変化に対応する人材の育成

６ 再チャレンジの意欲に応える教育体制の充実

７ 地域の新たな核となる学校づくりの推進

８ インクルーシブ教育システム構築に向けた特別支援教育の推進

資料３ー③

・企業や地域産業との連携による就業体験（インターンシップ）を通
して、職業観や勤労観を育成し、働くことに対する望ましい見方や
考え方の形成を目指しました。

・地域の企業・商店街や研究機関等と連
携した実践的な職業教育を行い、専門
的な知識や技術、技能の習得とともに、
商品開発や技術開発を行える専門人材
の育成に努めました。

・基礎学力に課題を抱える生徒が多く在籍する高校に学習サポーター
を配置して、義務教育段階の学習内容の学び直しの取組を行うとと
もに、日本語指導が必要な生徒が多く在籍する県立高校に日本語支
援員を配置し、言語に起因する学校生活の問題の解決に努めました。

・また、スクールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカーを学校に配置す
るとともに、大学生等を身近な教育相
談員として派遣することで、適切な相
談体制の整備に取り組みました。

・県立学校におけるコミュニティースクールの導入時のポイントや
成果などについて、学校を対象とした研修を実施し、地域に根差
した学校運営を推進しました。（コミュニティースクールは令和
元年度から導入、令和５年度は９校）

・学校の力を地域で生かすために、地域連携
に携わる教員の研修を行うとともに、地域
や社会の人的・物的資源を活用した教育プ
ログラムを作成、学校に共有し、学校で学
んだことを実社会で生かす取組を推進して
きました。

・高校における通級による指導が制度化されたことを踏まえ、「県立
高校通級指導研究事業」を実施し、県立高校８校において、指導内
容や教育課程の研究を行いました。

・また、高校における特別支援教育の有効
性や地域バランス、ニーズを踏まえ、
高校の敷地に、特別支援学校の分校を13
校設置し、同年代の高校生との文化祭や
体育祭などでの交流及び共同学習などを
実施しました。



教育政策課教育政策課現行「魅力ある県立学校づくりの方針」での主な取組

第５章 教育環境の整備～県立高校の再編整備～

中学生や保護者に、県立学校の魅力を十分に伝え
るため、各県立学校の特色ある学び（教育課程、
育成方針など）や基本情報（所在地、学校行事、
部活動、進路実績など）をまとめ、毎年公表して
います。 HPやSNSでも積極的にPRしており、中学
校での活用率も年々向上しています。

学校の活性化・特色化方針
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令和５年４月開校

■地域産業を支える人材を育成する高校

■進学を重視した地域と協働する高校

令和８年４月開校予定

■国際感覚を身に付けたグローバル人材を育成する高校

■アニメーション・美術分野で
活躍できる人材を育成する高校

■ビジネス分野で活躍
できる人材を育成する高校

■先端産業分野で活躍
できる人材を育成する高校

児玉高校
児玉白楊高校と児玉高校の統合

飯能高校
飯能高校と飯能南高校の統合

和光新校（仮称）
和光国際高校と和光高校の統合

岩槻新校（仮称）
岩槻高校と岩槻北陵高校の統合

秩父・皆野新校（仮称）
秩父高校と皆野高校の統合

越生・鳩山新校（仮称）
越生高校と鳩山高校の統合

八潮新校（仮称）
八潮南高校と八潮高校の統合

大宮工業・浦和工業
新校（仮称）
大宮工業高校と浦和工業高校の
統合

【第１期】 【第２期】

全日制県立高校の学校数（平成30年度134校）を、３期程度に分
けて、令和11年４月を目途に121～124校程度とする。
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資料３ー④

第４章 県立学校の活性化・特色化に向けた取組

※魅力ある高校づくり課によるサイト閲覧数
調べによる。

出典：埼玉県 学校の教育活動に関する調査



県立高校を取り巻く環境について

資料４



県立高校を取り巻く環境について

・本県の人口は、令和３年の734.3万人（埼玉県推計人口）まで増加
を続けてきましたが、令和４年には733.1万人と減少に転じ、令和
22年には約685万人に減少すると予想されています。

・また、市町村立中学校卒業者数を見ると、令和６年３月の実数は、
約5.9万人となっています。

・今後卒業者数の減少が加速し、令和20年（2038年）３月では約4.4
万人となることが予想されます。

１ 中学校卒業者数の減少

２ 新たな社会への進展

・経済発展が進む一方で、解決すべき社会的課題は複雑化しています。このような
中で、ロボット、人工知能（AI)、ビッグデータといった新たな技術をあらゆる
産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決（温室効果ガス排出の
削減など）を両立していくことが求められます。

・また、新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活を一変させ、テレワークや、
オンライン教育など多様な働き方・暮らし方の実現へつながっており、県立高校
でもBYODによる一人一台端末の整備が進んでいます。（端末は令和６年度中に全
生徒に配備予定。）

・このような中で、今後、デジタル技術の活用やデジタルインフラなどの戦略的な
構築を進め、そこに新しい価値を生み出す変革、すなわちデジタルトランスフォ
ーメーション（DX）が求められます。

・また、問題発見能力や的確な予測、革新性といった能力が一層必要になると予測され、
労働市場の在り方や働く人に必要とされるスキルも変容することが見通されます。

資料４ー①

出典：未来人材会議「中間とりまとめ」資料P20（令和５年４月、経済産業省）
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県立高校を取り巻く環境について

３ 生徒の多様化

・本県の特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生
徒は増加傾向にあり、令和４年度は平成29年度（2017年度）の約1.3倍
の２万人超となり、小・中学校、高等学校の通常の学級においても、
通級による指導を受けている児童生徒が増加しています。

・また、不登校児童生徒やいじめの認知件数も増加の傾向にあり、令和
４年度の本県の小・中学校不登校児童生徒は約14,000人となっていま
す。

・さらに、本県における日本語指導が必要な児童生徒は、約3,700人で
平成28年の約1.6倍に相当します。今後、在留外国人の増加が見込まれ、
それに伴い外国人児童生徒の増加も予想されます。

・そのほか、ヤングケアラーや、ＬＧＢＴＱの児童生徒への支援など、
教育をめぐるニーズは多様化しており、対応が求められています。

４ 高校生の進路

・公立高校の進路状況について過去10年の推移をみると、平成26年３月は、
普通科の生徒の大学等進学者は60％台半ば、専修学校等進学者は20％前
後、就職者等は10％台前半でしたが、大学等進学者は令和３年以降上昇
し、令和５年３月には70％を超え、一方、就職者等は低下しています。

・また、農業・工業・商業学科を合わせた生徒では、就職者等は平成26年
３月は、56.1％だったのが、令和２年から下降し、令和５年３月は
46.7％となりました。

・そのほか、大学入学者選抜については、学力の３要素（「知識・技能」、
「思考力・判断力・表現力等」、「主体性をもって多様な人々と協働し
て学ぶ態度」）を多面的・総合的に評価する選抜への改善が進められて
おり、総合型選抜等を導入する大学が増加傾向となっています。

不登校児童・生徒数の推移
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資料４ー②

生徒の進路状況（普通科）

大学等進学（予定）者 専修学校進学者就職者等 その他

生徒の進路状況（農・工・商）

出典：H26～R5高等学校卒業者進路状況調査から作成
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今後の生徒数の減少、社会の進展、生徒の多様化など、県立高校を取り巻く環境が変化している中で、
魅力ある高校づくりを進めていくために、県立高校の活性化・特色化を推進する必要がある。

県立高校を取り巻く環境について

５ 教職員を取り巻く状況の変化

６ 地域と家庭の状況の変化

・地域人口の減少や高齢化率の上昇でコミュニティの維持が困難とな
り、人と人との結び付きが希薄化し、地域での人間関係・信頼関係
の構築が難しくなるという指摘があります。

・一方で、生徒が、社会のつながりの中で学び、自分の力で人生や社
会をより良くできるという実感を持てるよう、学校には、社会と連
携・協働した教育活動をより充実させることが求められます。
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資料４ー③

７ 児童・生徒の意識

・令和５年12月19日から令和６年１月26日の間、県内の小学５・６年
生、中学生及び高校生とその保護者を対象に、高校で勉強したいこ
とや、学んでみたい学校などについてのアンケート調査を実施しま
した。

・中学生では、高校で勉強したいこととして、「様々な教科にまんべ
んなく取り組み、幅広い知識を身に付ける勉強」や「学んだ知識を
総合的に活用し考える勉強」を選択する割合が比較的高く、学んで
みたい学校として、「教科や科目が自ら選択できる総合学科や単位
制の高校」を選択する割合が比較的高くなっています。

・我が国の教員の勤務時間はＯＥＣＤによる調査では調査参加国の中
で最長であり、教職員の児童生徒への献身的な姿勢とともに、社会
の変化や要請を踏まえ、学校の役割が拡大し、教職員の負担が増加
していることが指摘されています。

・いわゆる超過勤務に相当する時間外在校等時間が月４５時間を超え
ている高等学校教員の割合は、令和５年11月は26.6％となっていま
す。また、時間外在校等時間が年360時間を超えた割合は令和４年
度で46.1％となっています。

・また、近年の大量退職等に伴う採用者数の増加や教員採用選考試験
の受験者数の減少等を要因とした、採用倍率の低下や教員不足と
いった課題も生じています。

※アンケート結果の詳細は参考資料⑦参照。

※埼玉県公立学校教員採用選考試験結果より（抜粋）


